（案）
伊東市介護老人保健施設みはらし空調設備等賃貸借業務（機器更新及び設置工事含む。）
に関する契約書

市（以下「甲」という。）と　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、乙所有に係る下記契約要綱記載の空調設備及び全熱交換機（以下「機器」という。）の賃貸借業務（機器更新及び設置工事含む。）に関し、次の契約要綱及び契約条項によって契約を締結する。

契　約　要　綱
１　件　　　名　　空調設備等賃貸借（機器更新及び設置工事含む。）
（内訳は別紙機器明細書のとおり）
２　数　　　量　　一式
３　賃貸借期間
空調設備　　令和　年　月　日から令和　年　月　日まで（１３年）
全熱交換機　　令和　年　月　日から令和　年　月　日まで（９年）
なお、本契約の契約期間は、空調設備の賃貸借期間の満了日までとする。
４　賃　貸　料　　総額　　　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税を含む。）
（内訳）① 空調設備リース料
月額　　　　　　　　円　消費税及び地方消費税　　　　　円
計　　　　　　　　　　　　円
② 全熱交換機リース料
月額　　　　　　　　円　消費税及び地方消費税　　　　　円
計　　　　　　　　　　　　円
※　空調設備及び全熱交換機については、それぞれの賃貸借期間に応じてリース料を支払うものとし、各機器の賃貸借期間満了後は、当該機器に係るリース料の支払いは終了する。
５　契約保証金　　免除（ただし、契約条項第９条に定める履行保証保険を付するものとす
る。）
６　設置場所　　伊東市高齢者福祉課指定の場所（伊東市介護老人保健施設みはらし内）

契　約　条　項
（契約の目的）
第１条　乙は、契約要綱記載の機器を指定する場所に設置（必要な更新工事を含む。）し、甲に契約要綱記載の賃貸借期間中賃貸することを約し、甲は当該機器を賃借し、契約要綱記載の賃貸料を支払うことを約定する。
（所有権）
第２条　機器の所有権は乙に帰属する。
（善管義務）
第３条　甲は、機器を本来の用法に従い、その通常の業務のため善良な管理者の注意をもって使用する。
２　乙は、機器に乙所定の様式により乙の所有に属する旨の標識を付すものとし、甲は機器をいかなる場合においても他の権利の目的物として使用することはできない。
（賃貸料の額等）
第４条　機器の賃貸料は、保守料を含め契約要綱記載の金額とする。
２　乙は、毎月の賃貸料を当該使用月の翌月の初めに請求し、甲は乙から適法な請求書を受理した日から３０日以内に当該賃貸料を支払うものとする。
３　甲は、その責めに帰すべき理由により前項の期間内に賃貸料を支払わないときは、乙に対し、支払金額に年３．０％の割合を乗じて得た金額を遅延利息として支払うものとする。ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改定された場合は、当該改正後の率とする。
４　空調設備及び全熱交換機に係る賃貸料は、それぞれの賃貸借期間に応じて支払うものとし、各機器の賃貸借期間満了後は、当該機器に係る賃貸料の支払いは終了する。
（機器の保守）
第５条　乙は、空調設備について、関係法令に基づく法定点検、フィルター清掃、フロン類の点検及びこれらに係る報告書の作成（以下「保守業務」という。）を実施し、その費用を負担するものとする。
２　全熱交換機については、前項に規定する保守業務の対象外とし、乙は保守業務を行わないものとする。
３　前２項に定める保守業務の範囲には、機器の故障、破損その他不具合に係る修理、部品交換又は更新工事（初期設置時のものを除く。）は含まないものとする。
４　機器の故障、破損その他不具合により修理、部品交換又は更新工事が必要となった場合の費用は、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
５　乙は、事前に甲による書面の承諾を得た場合には、第１項に規定する保守業務を第三者に委託することができる。
６　甲は、機器の保守管理に必要な電力料を負担するものとする。
（機器の構成変更、改造）
第６条　機器の構成の変更又は改造については、甲はあらかじめ書面により乙の承諾を得るものとする。
（他の機械器具の取付け）
第７条　機器に他の機械器具を取り付ける場合は、甲はあらかじめ乙の承諾を得るものとする。
（保険）
第８条　乙は、機器について乙の負担において動産総合保険を付保するものとする。
（契約の保証）
第９条　乙は、本契約の締結に当たり、自己の負担により、本契約に基づく義務の履行を担保するため、次の各号の一に掲げる保証（以下「履行保証保険」という。）を付し、その証券等の写しを甲に提出しなければならない。
⑴　この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
⑵　この契約の不履行により生じる損害金の支払を保証する保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証（契約保証特約付したものに限る。）
⑶　この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑷　この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結による保証
２　前項の履行保証保険契約の保険金額は、契約要綱第４項に定める賃貸料総額の１００分の１０以上とする。
３　履行保証保険の保険期間は、機器の設置及び更新工事の完了までの期間とする。
４　乙が本契約に基づく義務を履行しない場合において、甲が当該履行保証保険契約に基づき保険金の支払いを受けることができるよう、乙は必要な措置を講じなければならない。
５　履行保証保険契約において、保険金の請求権者は甲とする。
（損害賠償）
第１０条　甲は、その責めに帰すべき事由により機器を滅失し、又は破損したときは、乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、通常の使用による故障、破損、経年劣化その他これらに類するものについては、この限りでない。
（立入権及び秘密保持）
第１１条　乙は、機器の管理及び保守のため設置場所に立ち入る場合は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
（契約の解除等）
第１２条　甲又は乙は、相手方が契約に違反した場合は、この契約を解除することができる。
２　この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、翌年度以降において歳入歳出予算に減額又は削除があった場合は、甲は契約を変更又は解除することができる。
（権利義務の譲渡禁止）
第１３条　乙は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡してはならない。
（物件の譲渡）
第１４条　乙は、それぞれの機器の賃貸借期間満了後、当該機器を無償で甲に譲渡するものとする。
２　前項の規定により譲渡された機器の所有権は、それぞれの賃貸借期間満了時に乙から甲に移転するものとする。
（中途解約の制限）
第１５条　本契約は、第１２条及び次条に規定する場合を除き、契約期間中に解約することができない。
（暴力団の排除）
第１６条　乙は、この契約による業務を処理するに当たり、暴力団の排除のため別添に掲げる事項を遵守しなければならない。
（契約外事項）
第１７条　この契約に定めのない事項は、甲乙協議して定める。

上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を所持する。

　　　令和８年　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　	　　　　甲　静岡県伊東市大原二丁目１番１号
				　　　　　　伊東市長　　杉本　憲也
						
					乙　















別添
暴力団の排除に係る特記事項
（確約事項）
第１条　乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
⑴　自らが、次のいずれかに該当する者（以下「暴力団関係者」という。）でないこと。
ア　役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）であると認められる者
イ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
ウ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められる者
エ　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
オ　役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者
⑵　暴力団関係者に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
（不当介入を受けた場合の措置）
第２条　乙は、乙又は乙が本契約に関連して締結する売買、貸借、請負その他の契約（以下この条において「関連契約」という。）及び当該関連契約が下請又は再委託の契約であって、それが数次にわたる場合には、乙が締結したものにかかわらず、その全てを含む契約（以下これらの契約を「関連契約等」という。）の相手方が、暴力団関係者から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は関連契約等の相手方をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行い、甲にその旨を文書で報告しなければならない。
（事業契約の解除）
第３条　甲は、乙が前２条の規定に違反することが判明した場合は、何ら催告することなく、本契約を解除することができる。
２　甲は、乙の関連契約等の相手方が暴力団関係者であると判明した場合は、乙に対し、当該関連契約等の解除その他の必要な措置を講じるよう求めることができる。
３　甲は、乙が前項の規定による求めに対し、正当な理由がなくこれに応じない場合は、本契約を解除することができる。
４　甲が本条の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償するものとする。

